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１．概要 

  本資料は、全社の共通 06 の仕様表の記載方針及びこれまでの濃縮個別ヒアリングにおける技術基

準への適合説明の結果等を踏まえ、仕様表の記載内容を整理したものである。 

  

２．仕様表の記載内容の整理 

  今回の第 4 回申請及び 2A 後半分遠心機更新に係る仕様表の記載内容について、共通 06 で機種別に

整理した基本的な記載パターンを基に、濃縮の既認可の記載事項、事業変更許可申請書及び技術基準規

則（様式-6,7）の要求事項及び発電炉の要目表の記載事項を考慮して、記載すべき事項を整理した。 

今回の第 4回申請及び 2A 後半分遠心機更新に係る機種別の仕様表の記載方針を別紙 1に示す。 

  また、インターロックに係る仕様表の示し方、関連性を整理した結果を別紙 2に示す。 
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別紙 1 

機種別の仕様表の記載方針 
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別紙 2 

インターロックに係る仕様表の 

示し方、関連性の整理 
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１．概要 

 発電炉の要目表の記載等を踏まえ、加工施設の設工認の仕様表におけるインターロッ

ク及び計測装置についての示し方、関連性を以下のとおり整理した。 

 

２．記載方針 

（１）発電炉を踏まえた加工施設におけるインターロックと計測装置の示し方 

○発電炉の要目表の記載を踏まえ、計測装置（検出器）だけでなく、インターロック

の仕様表も作成する。（表－１ ①参照） 

○発電炉は、施設の安全確保上重要なもの（原子炉非常停止信号及び工学的安全施設

等の起動信号）のみを要目表の対象とし、その他のインターロックについては要目

表の対象としていない。加工施設においては、事業変更許可の本文（位置、構造及

び設備）において示されるインターロックを施設として重要なものと位置付け、仕

様表の対象とする。（表－１ ②参照） 

○計測装置、インターロックの仕様表の記載項目は、原則、発電炉の要目表の記載を

踏襲する。なお、記載においては以下を考慮する。 

・発電炉では、「起動信号を発信させない条件」、「注記の作動回路の構成等の説明（2 

out of3 等）」について記載しているが、加工施設に安全保護系はなく、冗長化の

要求がない（インターロックが作動しなくとも電源を切れば安全確保可能）ため、

記載しない。（表－１ ③参照） 

 ・「検出器の種類」は、発電炉と同様に同じ検出器を示す場合でも計測装置は測定原

理がわかる記載とし、インターロックは、信号を発する検出器がわかる記載とす

る。（表－１ ④参照） 

・インターロックの動作内容については、インターロックの仕様表に注記で示す。

（表－１ ⑤参照） 

 

（２）基本設計方針、設備・機器、計測装置、インターロックの関連性 

 ○インターロックについては、事業変更許可で設備・機器の機能として記載されてい

ることを踏まえ、設備・機器の仕様表の注記に関連するインターロックを記載する

とともに、インターロックの仕様表に関連する設備・機器名称、検出器の種類を記

載することで、それぞれの関連性を明確化する。（表－２ ①参照） 

 

（３）発電炉を踏まえた他設備でも使用する検出器の示し方 

○発電炉では複数の工学的安全施設等の起動信号の仕様表で、同一の計測装置（検出

器）を使用する場合は、注記に「○○として使用する検出器と同じである」を付記

し、関連付けを行っている。（工学的安全施設等の起動信号の仕様表が複数ある場
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合でも、計測装置（検出器）の仕様表はひとつとし、起動信号の仕様表の注記に関

連付けの説明を記載している。） 

○濃縮でも同様にインターロックの仕様表に注記を付記し、関連付けを行う。地震計

の場合、最初に示されるカスケード設備の計測装置として検出器を記載し、以降の

設備はそれを呼び込む形とする。（表－３ ①参照） 
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